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は じめ に

第 二次 世界 大戦 中の ドイ ツ国防軍 のナ チ ス戦 争犯 罪 との かか わ り、特 に ソ連や ポ ー ラン ド、バ

ルカ ンで の不法 行為 につ いて は1945年 か ら1946年 にか けて開催 され た 「ニ ュル ンベル ク主 要戦 犯

裁判」(International Military Tribunal for Major War Criminals before Nurenberg - 以 下IMT)で もと

りあ げ られ た が、判決 は 「ドイ ツ参 謀本 部お よび 国 防軍最 高 司令部(OKW)」 は組 織 と して は無

罪 で 、 他 に訴 追 され た ナ チ ス党 やSS、SA、SDな ど とは性 格 が こ とな り、"犯 罪 的機 構 に あ ら

ず"と 宣 告 され た。(1)

だが これ はあ くま で 「主要 戦犯 裁判 」(IMT)で の判 決 で あ って 、そ の後 引 き続 い て行 われ た

「継 続裁 判 」(Nachfolgeprozeβ)で は これ とは別 に14項 目の案件 につ いて 、新 たに 多数 の 元 国防

軍高 官や 官 僚 、財 界 関係 者 が訴 追 され 、 そ の多 くは有 罪 の 宣告 を うけ刑 に服 して い る。(2)し か

しこの 「継 続裁判 」 も1947年 中にはす べ て結審 した。 ところが こ こで と りあげ る、元 陸軍 元帥 エ

リッ ヒ ・フォ ン ・マ ン シュ タイ ンにつ い ては裁判 が 実施 され るの が1949年 にな ってか らで あ り、

しか も一人 だ けの裁判 だ った。 マ ンシ ュタイ ンの身柄 は終 戦後 ず っ と英 側 にあ り、特 に逃 げ回 っ

てい たわ けで はない。 に もか かわ らず 、 なぜ この よ うに裁 判 が遅れ て しま った のか。 これ が第 一

の問題 点 であ る。(3)

次 に、実 際 の裁 判 でマ ンシ ュタイ ンは有罪 を宣告 され て、禁 固18年 の刑 を言 い渡 され る。 しか

し、す ぐに12年 に減刑 され 、1952年 には恩赦 に よって 出所 した。 さ らに出所 後 は戦犯 と して の経

歴 を西独 で も西側 諸 国 で もま った く問題 に され るこ とな く、 西独 再軍備 につ い ての提 言 を求 め ら

れ るほ どに重用 され 、 またそ の回顧 録 『失 われ た勝利 』 は第 二次世 界 大戦 に関す る基 本的 文献 に

あげ られ るほ どの名 声 を博 す る ことがで きた のか、 とい う点 が問題 にな る。(4)

した が って1949年 の英 国側 に よって行 われ たマ ンシ ュ タイ ン裁判 とは一体 何 で あった のか 、が

問題 とい うことに な る。 そ こで本 項 では 、・マ ンシ ュ タイ ン裁 判 決 定 にい た る英 国側 の 内情 ・マ

ンシ ュタイ ン裁判 の 内容 、の 二点 を中心 に して現 代 史 の 中で のマ ンシュ タイ ン裁 判 の意味 を考 え

てみ たい。(5)

マ ンシュ タイ ンの略歴

初 め にマ ンシ ュ タイ ンの 略歴 を紹 介す る。(6)ド イ ツ 陸軍 元 帥エ リッ ヒ ・フォ ン ・レ ヴィ ンス

キー ・ゲナ ン ト ・フォ ン ・マ ンシ ュタイ ン(Erich　 von　Lewinsky　 genannt von Manstein)は1887年

7月24日 、ベ ル リン うまれ。 父エ ドゥヴァル ト ・フォ ン ・レヴィンス キー もや は りプ ロイ セ ン軍



の将官であっ た。母ヘ レーネの妹の嫁ぎ先であるゲオル ク ・フォン ・マ ンシュタイン(の ち中

将)に 子がないため、生後す ぐに養子 とな り、両方の姓を名乗 つた。マ ンシュタインにかかわる

両家は ともにプロイセン軍人の家系で、 ともにプロテスタン トである。マンシュタインも1906年

にベル リン駐屯の近衛歩兵第三連隊に入隊するが、この連隊からは後に、ことにヴァイマル共和

国時代 に重要な役割を演 じることになる軍人達、すなわちヒンデンブル ク、 シュライ ヒャー、ハ

ンマーシュタイン=エ クヴォル ト等を輩出 している。

マ ンシュタイン本人は1907年 に少尉 に任官 したのち、第一次世界大戦では各地の部隊で参謀勤

務。 ヴァイマル共和国軍時代にもすでにその才能が見いだされ、 ヒ トラーによる再軍備宣言が行

われた1935年 には陸軍参謀本部作戦課長 となった。すでにこのころ陸軍部内では"傑 出 した作戦

的頭脳 の持 ち主"と の定評があった。(7)

1939年 の第二次世界大戦勃発時点でマ ンシュタイ ンは総司令官ゲル ト・フォン ・ルン トシュテ

ツ ト(Gerd　 von　Rundstedt)の もとでポーラン ド攻撃の南部軍集団参謀長 、ついで対西方攻撃の

ためのA軍 集団参謀長。1941年 の対 ソ戦争では最初は機 甲軍団長、ついで1941年9月 か らウクラ

イナ攻撃の南方軍集団(ル ン トシュテ ツ ト指揮)麾 下の第11軍 司令官 として主にク リミア半島作

戦を指揮 し、42年7月 セ ヴァス トーポ リ要塞攻略の功により元帥に昇進。 同年末スター リングラ

ー ド救援のための ドン軍集団司令官。1943年7月 の ドイツ側の最後の攻勢 となったクルスク突出

部への 「ツィタデル作戦」を指揮。 この作戦の失敗後 もウクライナでの退却戦を指揮。1944年3

月にヒ トラーか ら罷免 され 引退。1945年5.月 、バーナー ド・モン トゴメ リーの英軍に投降。その

後はニュル ンベルク裁判での証人 として ドイツに拘留 され るほかは、かつての上官であるルン ト

シュテ ツ ト等 とともに英国の ウェールズのブ リジェン ド(Bridgend)に あった将校用収容所に拘

留 される。(8)

マンシュタイ ン訴追の発端

マンシュタイ ンの戦略家 としての才能はすでに戦時中か ら連合国側で も注 目されていたが(9)、

IMTで も、その後の継続裁判 でも訴追 され ることはなかった。マンシュタインに対す る戦犯訴追

の件が もちあがったのは、1947年 にIMTに 引き続いて行われた 「継続裁判」の途 中で、米首席検

察官T.テ イ ラー(Telford Taylor)か らの要請 を端緒 としている。テイ ラーはIMTの 時からずっ

と米側の首席検察官であったが、それまでに押収 した旧 ドイツ公文書資料の検査により、マンシ

ュタインが戦時中、ことに1941年 か ら42年 にかけて、 ソ連で捕虜 と一般住民、な らびにユダヤ系

住民に対す る不法行為 と大量殺害に関与 していた、 と結論 した。(10)

テイラーの意見は、のちに彼 が米陸軍長官に提出 した報告書に よると次の ようである。"押 収

された独軍文書には 「国防軍最高司令部の件」(訳 注:継 続裁判での訴追案件第12号)に かかる

嫌疑についての証拠が含 まれています。 これ らの問題 となる文書はそれを発 した、あるいはそれ

を受け取っ た各司令部(軍 集団、軍、軍団、師団その他)の ために綴 じられてお り、それぞれの



綴 じ込 み 文書 に はあ る特定 の 司令 部 の高級 将校 が関係 してい るもの も当然含 まれ て い るはず です 。

事 実、現 在 英 国 に拘 留 され て い る元 帥 フ ォ ン ・ル ン トシ ュテ ツ ト、 同 フ ォ ン ・ブ ラ ウ ヒ ッチ ュ

(von　Brauchitsch)、 同 フォ ン ・マ ン シ ュタイ ンが 明 らか に有 罪 で あ る こ とを示 す証 拠 が露 顕 し

ま した。 それ は また米 側 に拘 留 され て い る元 帥 フ ォ ン ・レー プ(von　 Leeb)、 同 フォ ン ・キ ュ ヒ

ラー(von　 Kuchler)な どの場 合 と同様 で あ ります。 た とえ米 英 どち らの側 に拘留 され て い よ うと、

該 当す る将 軍達 は米 英 の合 同の法 廷 に よって、 単一 の訴訟 手続 きに よって裁 かれ るべ き であ る、

とい うのが私 の勧告 で あ ります。

も し英 国側 がそ の よ うな裁 判 にかか わ るの を望ま ない な ら、英 国側 に拘留 され てい るこの3元

帥 をニュル ンベル クに 引 き渡 し、通常 のや りか たで構成 され る裁 判 で(米 側 に拘 留 され て い る者

達 と一緒 に)裁 かれ るよ う勧 告 します。 彼等 は 「最高 司令 部 の件 」 に よっ て裁 かれ る事 にな りま

しょ う"。(11)

英 国側の 対応

しか しこ のテ イ ラー の要 請 あ るい は勧 告 は上 官 で あ る米 占領 軍 司令 官L.ク レイ(Lucius

Clay)に よってはね つ け られ 、テ イ ラー は ク レイか ら、 米側 に拘 留 中の 軍人 のみ を裁 くよ う指示

され、か つ、 問題 の3人(ル ン トシ ュテ ツ ト、 ブ ラ ウヒ ツチ ュ、マ ンシュ タイ ン)の 有 罪 を示 す

証 拠 は英側 に引 き渡 す よ う命 じ られ た。 これ が1947年8月 の こ とで あ る。(12)そこで この勧 告 と

証拠 資料 はた だ ちにニ ュル ンベ ル ク裁判 の英 国側 首席検 察官 ハー トリー ・シ ョー一ク ロス(Hartley

Shawcross)に わ た され 、 シ ョー ク ロス は これ を さ らに当時 の 英 国労働 党政 府 の実 力者 で 外相 の

アーネ ス ト ・ベ ヴィ ン(Emest　 Bevin)に 伝 えた。(13)英国政 府 で はべ ヴィ ンが 中心 にな っ て、 こ

のテイ ラー か らの勧 告 に関す る検討 が な され る。 この時 の英政府 内部 での雰 囲気 につ いて は、新

たな戦犯 裁判 を迷惑 視す る もの がか な り強か った よ うで あ る。 た とえば陸 軍担 当国務相 フ レデ リ

ツク ・ベ レンジ ャー(Frederick　 Bellenger)は 、"4人 の(訳 注:前 述 の3人 に加 えて 元上級 大 将

シュ トラ ウス(Strauss)も)ド イ ツの将 軍 の訴追 にふ さわ しい充分 な証 拠 では あ る。 だ がそ の よ

うな裁 判 は も うこれ以 上 あっ てほ しくない。 とい って 、労せ ず して手 に入 った か らとい うだ けで 、

これ らの 証拠 を黙 殺 す るの もむ ず か しい"。 ベ レンジ ャー は結 論 と して 、①裁 判 の た めの膨 大 な

量 の ドイ ツ側 資 料 の調 査 には 時間 がか か り、また その た めの専 門ス タ ッフ と予 算 が必要 で あ り、

② 最 も理 想 的 な解 決 策 は裁 判 を米 側 に ゆだね る こ とで あ る と した。(14)また 大法 官W.A.ジ ョ

ウィ ッ ト(William　 Allen　Jowitt)も 、"米 側 との合 同 の裁 判 に英 国人 を派 遣す る ことには あま り賛

成 で きない。 ど うせ裁 判 をす るな らあ くまで英 国側 の軍事 法廷 で行 うべ きで あ る。 そ れ が無 理 な

らば最善 の策 と して、米 側 にや らせ るべ きで ある。 首相 も裁判 の速 や か な終 結 を望 んで い る し、

英 国 の世 論 もこれ 以上 の戦犯 裁判 に は批判 的 であ ろ う。 また 、平 和 に関す る罪 を英 国 の法 廷 で裁

くこ とはむず か しいだ ろ う"と して 、事 実上 この4人 の戦犯 訴追 と裁 判 実施 を凍結 も しくは棚 上

げす る よ う勧 告 した。(15)



これは事実上、英側では問題 の4人 についての裁判を開きた くない、 と白状 しているようなも

のであった。戦後の財政難の中、ポン ド切 り下げが実施 され よ うとしている時、 これ以上の新た

な戦犯裁判は英当局にとっては迷惑なことであった といえる。 だが英側で新たな戦犯裁判に気乗

り薄だった理由は、単に予算 とか手間の問題だけではなかった といえる。そのことはべ ヴィンか

ら相談を うけた、実際に裁判 にあた ることになる在独軍政長官S・ ダグラス(Sholdo　 Douglas一

空軍大将)の 次のような言葉によく現れている。"我 々は米側が大量のはなはだ怪 しげな証拠 を

使お うとしているのを知 っている。我々は73才 の老人(訳 注:ル ン トシュテツ トのこと)を ふ く

む全員を米側 に引き渡そ うとしているが、はっき り言って私には好ま しくないことである。米側

が我々の戦犯訴追 についての無為 を非難す るであろうことは容易に察 しがつ く。だが、そのよう

な非難 を免れ るために不正をやるくらいな ら、奴 らに批判 させ る方がま しである"。(16)ここでは

米側に催促 されての裁判実施 とい うこと自体への反感 とな らんで、同 じ軍人 として、戦争中の不

法行為を とりあげることそのものへの反感 も強かったと見 るべきであろ う。

これ に対 してベ ヴィン自身は裁判に前向きであって、12月2日 にジ ョウィッ トに、"我 々がす

すんで訴追す る必要がある。おそ らく軍事法廷で。 このままには しておけない。選択の余地はな

い"と 断言 してい る。(17)しか し同19日 に開かれたべ ヴィン以下ジ ョウィッ ト、ベ レンジャーの

後任の陸軍担 当国務相エマヌエル ・シンウェル(Emanuel Shinwel1)、 その他法務長官および検事

総長 との会合では、外務省側か ら次のよ うな意見がだされた。"も し証拠が確実に有罪 とできる

場合にのみ裁判すべきであ り、それ も英国の軍事法廷でである。だが、 ドイツの降伏後 こんなに

遅 くなってから戦犯裁判を行 うことには英独両国の世論か らの批判 が多かろ う"。(18)ベヴィンが

いくら戦犯訴追に乗 り気で も、配下の官僚の姿勢がこんなでは、とて も英国政府 としての態度決

定は無理であって、1947年 中には結論を出す ことができなかつた。

1948年 における英国側の論議

1948年 になって3月22日 にべ ヴィンのもとにシンウェル とジ ョウィッ ト、そ して検事総長にな

っていたシ ョークロスがあつま り、問題の4人 の健康診断をしたのち誰を訴追するか決めるとい

うことになった。その結果、裁判に堪えらそ うなのはマンシュタイ ンだけで、ブラウヒツチュは

心臓 の持病悪化、ル ン トシュテ ツ トは高齢で無理 と判定 され た。 これに対 して シンウェルは、

"訴 追するなら4人 全員かそれ ともゼ ロか"の いずれかだ と強調 し
、 これ に対 してべ ヴィンは

"彼等は裁かれるべきだ し
、それを止めるわけにはいかない。 これは証拠の問題だ"と 反論 して

いる。(19)

すでにそれ以前の3月11日 に ソ連側か らマンシュタインとル ン トシュテ ツ トの身柄引き渡 しの

請求があ り、米側か らもこの12人 とブラウヒッチュをニュル ンベル クで継続裁判中の レープの弁

護側証人 として出廷要請がなされていた。(20)当時の英国側 に してみれば ソ連へ の身柄 引き渡 し

は論外 としても、もし米側 の求めに応 じてマンシュタインとル ン トシュテ ツ トをニュル ンベル ク



に送致 して しま うと、「4人 の健康上の理由か ら」 これまで ドイツでの裁判実施に難色を示 して

きたこれまでの言い逃れは根拠をなくして しま うのであった。

このよ うな経過についてシンウェルは、英国側に とって第一の関心事は戦時中に ドイツ側が発

した 「コマン ド部隊指令」とル ン トシュテ ッ トのかかわ りであ り、 とりあえず7月12日 までに4

人を ドイツに送致 し、裁判するか しないか、そ して全員かそれ とも特定の誰かか、米側 か らの求

めに応 じるか どうかはいずれも閣議で決定すべきことだ、 と主張 した。 これに対 してショークロ

スは反論 して、"そ のよ うな怠慢をすれ ば米側 と国連 の両方か ら次のよ うに論難 されるであろ う

ことはまったく疑いの余地がない。すなわち、将軍達は逃れて、ただ下っ端だけが吊るされてい

る、 との。 また英国の軍人達は、かつて軍隊で高い地位 にあった者 にそのよ うな屈辱を味合わせ

たくないとか、あるいは犠牲者の大半がロシア人もしくはポー ラン ド人だか ら、 とい う理由で訴

追をためらってい るのだ、 との。 この戦犯裁判を特別に擁護す るわけではないが、とにか くこの

4人 を裁 くことは国内外に対す る英国側の誠意の表明なのである"と した。(21)

7月5日 の閣議ではシ ョークロスの意見はべ ヴィンの支持 を うけたが、依然 としてジ ョウィッ

トは"彼 等 を裁 くのが英明なことなのかどうかには疑問を表明せ ざるをえない"と の態度 であっ

たが、 ともか く健康診断の結果に もとついて、ブラウヒツチ ュとシュ トラウスはニーダーザ クセ

ンの ミュンスターラーガー病院に送致 され、ル ン トシュテ ッ トとマンシュタインはニュル ンベル

クにお くられた。(22)その後 ブラウヒツチュの容態が悪化 して冠状動脈血栓症 を併発 して命 もあ

ぶない状態 になると、それを知った英軍政府長官 ロバー トソン(Brian　 Robertson一 陸軍中将)は

べ ヴィンに、"手 遅れ にな らぬ うちにも う一度考 えなおすべ きである。ベル リン封鎖中の現状 と

い う西欧にとって重大な時に、新 たな戦犯裁判 をす ることは単に ドイツ人の間に広範 な憤慨 と復

讐心を引き起こすだけであって、今年9月1ま でに戦犯裁判 を終結 させ るとの政府声明を台無 し

にす るものである"と 激 しく抗議 してい る。(23)

このロバー トソンの意見は英国内でも一定の支持があ り、9月22日 にベ ヴィンは下院でこれま

での経過 をすべて説明す るとともに、裁判実施 にかか る閣議決定 を、"道 義的かつ政治的に必要

なこと"と して擁護 した。(24)かくて新たな戦犯裁判の件は英国内の論争へ と発展 した。与党労

働党議員マイケル ・フー ト(Michael　 Foot)は 、"こ の件 についての政府の取 り扱い方に関 して、

多 くの人々が深い懸念をいだいていることに留意すべ きである"と 発言 し、野党保守党党首のチ

ャーチル はこれまでの英政府 の取って きた路線 を、"政 治的にも行政的にも愚行であ り、司法的

には不適切であ り、かつ、人道 にも軍人精神 にも矛盾する"と 非難 した。結局英下院での空気は

"今か らでも止 めるのに遅 くはない
。結局今の我々にとって大事なのは ドイツ人の善意 なのだ"

とす るものであった。(25)このよ うに してマ ンシュタイン以下の訴追についての結論は遂 に1948

年中にも決着せず、翌年 に持ち越 され ることになったのである。

英国政府の態度決定



とにか く決 着 をつ け るため シン ウェル は1949年3月 に、再度 軍民 の合 同の 医師団 に よる健 康診

断 を した ところ、マ ンシ ュ タイ ンのみ裁 判 に堪 え られ る との結論 が 出た。 だが これ に従 って しま

うと次 の よ うな困 った こ とに なるの であ った。 それ は、健康 上 の理 由か らル ン トシュテ ッ トへの

訴 追 を中止 した場 合 、問題 とな って い る1939年 の対 ボー一ラ ン ド戦 で の軍の不 法行 為 につ いて、指

揮 官 の責任 を参謀 長 がかぶ る こ とに な る。 また 、た とえ健康 上 の理 由か らル ン トシュテ ッ トを訴

追 しな くて も、 マ ンシュ タイ ン裁 判 の場 合 に は彼 は証 人 として 出廷す るこ とに な る。 す る と、 も

し証人 と して弁護 側 の反 対尋 問 に堪 え られ るの であれ ば、ル ン トシ ュテ ッ ト本 人 へ の裁 判 を行 え

ない とい うの は はな はだ しい不合 理 とい うこ とに な る。(26)ジ ョウィ ッ トとシ ョー ク ロス も これ

とは別 に独 自に リバ プール 大学 内科 教授 ヘ ン リー ・コー エ ン(Henry　 Cohen)に 診 断 を求 めた と

こ ろ、 コー エ ンの結論 はル ン トシ ュテ ツ トの裁判 は無理 とい うもので あっ た。(27)

か くて閣議 にお い て決 着 をつ け ざるを えな くなった。 そ して、1949年5月5日 の閣議 で 、健 康

上 の理 由か らル ン トシュテ ッ トを不起訴 とし、マ ンシュ タイ ンのみ英軍 占領 下 の ドイ ツ で軍事法

廷 にお いて裁 くこ とが決 まった。 そ の際 の訴 因 は 「人道 に対 す る罪 」 と1907年 のハ ー グ陸戦 規定

違 反 とい うこ とにな った。 同時 に英政府 は 、 これ 以上 の戦犯裁 判 を 中止 す る こ とも決 定 した。(28)

マ ンシュ タイ ン裁 判の 開始

以上 の よ うな経 過 をた どって 、マ ンシ ュタイ ンに対す る裁判 は1949年8月23日 か ら英 軍 占領 下

のハ ンブル クの 「ク リオ ・ハ ウス」で 開廷 され た。 この時 まで にマ ンシュ タイ ン裁 判 の是非 につ

いては英 国 の朝野 を あげて の論 議 とな り、 チ ャー チル か らは 「英米 法 とその法 廷戦 術 に慣 れ てい

ない」被 告側 の不利 をお ぎな うた めの英 国人弁 護 士雇 用 のた めの醵金 の 申 し出で がな され 、彼 は

率先 して25ポ ン ドを醵 出 し、総 計 で2000ポ ン ドの醵 金 が集 ま った。 か くて労働 党 下院議員 レジナ

ル ド ・パ ジ ェ ッ ト(Reginald　 Paget)と サ ム ・シル キ ン(Sam　 Silkin)が 弁護 にあた るこ とになっ

たが(29)、 マ ンシュ タイ ンに はパ ウル ・レー フェル キ ュー ン(Paul　 Leverkuen)と ハ ンス ・ラテル

ンザー(Hans　 Latemser)と い う ドイ ツ人 弁 護 人 が つ い て お り、 しか も レー フ ェル キ ュー ンは

1920年 代 か らニ ュー ・ヨー クで弁護 土業 務 の経験 が あ り、 またす で にIMTで は 「参 謀本 部 お よび

国防 軍最 高 司令 部 」 の件 の弁 護 を担 当 して いた。 だか ら とて も 「英 米法 とそ の法 廷 戦術 に不 慣

れ 」 な どとは言 えない はず であ る。(30)

これ に対 して英 政府 は首席検 察官 と して、す で に東京裁 判 でや は り首席 検察 官 と して有名 にな

ったサー ・アーサ ー ・コ ミンズ=カ ー(Sir　 Arthur　Comyns＝Carr)を 起用 し、裁 判官 は陸 軍 中将 フ

ラン ク ・シ ンプ ソ ン(Frank　 Simpson)を 議長 とす る7人 で構 成 され てい た。

マ ン シュタイ ン裁判 での訴 因 と弁護側 の反 論

裁判 で 挙 げ られ たマ ンシ ュタイ ンに対す る訴 追案件 は17ヵ 条 にの ぼ り、マ ンシ ュタイ ン 自身 は

裁 判 開始 前 にみ ず か ら弁護 の ため の基 本線 を設 定 し、裁判 にお いて は弁護 人、 特 に レー フ ェル キ

ュー ン とパ ジ ョツ トが この線 に沿 った法廷 戦術 を展 開 した。 この基本線 とは、① 裁判 自体 が勝者



によるものであっ て中立性 を期待できない こと、②有罪を示す として提出され る証拠資料そのも

のに問題があること、③訴追の法的根拠 とされた1907年 のハーグ陸戦規定 をそのまま第二次世界

大戦に適用す ることの是非。(31)

以 下、裁判記録によって検察側 の論告 と弁護側の反論 を逐条的にあげてい く。(32)

①訴因1-3:ポ ー ラン ドでのユダヤ系住民殺害の件

検察側:マ ンシュタインは参謀長 として情報参謀 ラングホイザー(Langhauser)か らの報告で、

シナ ゴーグ焼殿 とユダヤ人焼殺の事実を承知 していたはず。

弁護側:当 時マンシュタインは参謀長にす ぎず、殺害を命令する立場になかった。(33)

②訴因4:1941年9月 か ら1942年11月 までの第11軍 司令官当時、マンシュタインのもとで ソ連軍

捕虜7507人 を餓死 もしくは射殺 した件。

弁護側:ソ 連軍捕虜は投降 した時すでに甚だ しく衰弱 してお り、死亡 したのはマ ンシュタイン

の故意によるものではない。(34)

③訴因5:ソ 連軍捕虜 をSDに 引き渡 したことと、パルチザンとして射殺 した件

検察側:1941年9月13日 付けのOKH(当 時総司令官はブラウヒツチュ)か らの指令にもとつ

いて実行 された。

弁護側:こ の指令そのものは不正規兵 に関する国際法に合致 してお り、当時マンシュタイ ンに

も違法行為の認識はなかった。(35)

④訴因6:捕 虜の中か ら独軍のための補助兵 を強制的に徴募 した件。

検察側:明 らかなハー グ陸戦規定違反。

弁護側:こ れ らの捕虜 は自発的に志願 して独軍内で 「補助志願兵」(Hiwis)と して扱われたの

だか ら、決 して強制ではない.(36)

⑤訴因7:捕 虜 を労役、特に危険な地雷除去や防塞設営作業に使用 した件。

検察側:マ ンシュタインは第11軍 司令官当時、ソ連軍捕虜43782人 を労役 に、13198人 を防塞設

営に使用 した。

弁護側:ハ ーグ陸戦規定に捕虜の使用禁止 の明確 な規定はなく、また総力戦 においては捕虜を

労働 に使用す るのは止むを得ないことであ り、それは連合国側で も同様 に独軍捕虜を

地雷除去作業に使用 した。(37)

⑥訴因8:「 コミッサール指令」実行の件。

検察側:マ ンシュタイ ンは第11軍 司令官当時ク リミアでこの指令を実行 した責任 あ り。

弁護側:ソ 連軍のコミッサールは正規の軍人ではない。ゆえにハーグ陸戦規定 とジュネーブ条

約には該 当しない.(38)

⑦訴因9-12:対 ソ戦でのマ ンシュタイ ンのユダヤ系住民絶滅政策への関与の件。

検察側:対 ソ 開 戦 前 の1941年4月28日 の 陸 軍 とSSの 協 定 に よ り、SS特 別 行 動 隊



(Einsatzgruppe)の 特殊 任務(占 領 地 での ユ ダヤ系住 民 の絶滅)に つ い て、軍 の指 揮

官 達 は承知 してい たはず。 特 にマ ンシュ タイ ン とのかか わ りでは 、特別 行動 隊D班 の

ク リミアで の活動 が 問題。 ク リ ミア のチ ェル ソン(Cherson)で のD班 に よるユ ダヤ

人410人 殺 害 につ いて の報 告 にマ ン シ ュタイ ンは 自 ら署 名 してい る。 さ らに1941年11

月14日 の ク リ ミアの シン フェ ロー ポ リでのD班 に よるユ ダヤ 人1万 人殺 害 の報告 を う

けて いたはず。 マ ンシュ タイ ン 自身 が"ク リスマ ス まで にシ ンフェ ロー ポ リをユ ダヤ

人ゼ ロにす べ く"命 令 した。

訴 因11:第11軍 は ク リミア の ユ ダヤ 人 と ジプシー(マ マ)の 身柄 をSDに 引 き渡 して

お り、そ の際 、彼 等 が射 殺 され る運命 にあ るのを承知 していた はず。

訴 因12:1941年11月20日 の命 令 で 、マ ンシ ュタイ ンは"ユ ダヤ 人や ボル シ ェ ヴィキ的

テ ロル精神 の持 ち主 には厳 しい贖罪 の必要 が あ るこ とを軍 人 は理解す べ し"と した。

そ して 、 しば しば報告 の 中 で 「移住 」(Umsiedlung)の 語 が使 用 され て い る が、 これ

は殺害 の意味 で あ る。 ク リミア半 島西部 で のD班 に よるユ ダヤ人殺 害 の数 は1942年11

月 までに9万 人 に達 し、 これ をマ ンシュ タイ ンはは じめ第11軍 司令 官 、の ちに ドン軍

集 団 司令官 と して知 ってい たはず。

弁護側:9か ら12ま での訴 因は 国防 軍全体 で負 うべ き連帯 責任 の こ とで あって 、マ ンシュタイ

ン個 人 にかかわ る もの では ない。9万 人 もの殺害 に は軍 の協 力 が不可 欠 なはず だが、

証拠 資料 で立証 された のはD班 が軍の 車輛 を利用 した こ とを示す 一件 だ けで あって、

マ ンシ ュタイ ンの指揮 下で起 こった殺 害数 その もの も3000人 を越 えない。 シ ンフェ ロ

ー ポ リで殺 され たユ ダヤ 人 も200人 にす ぎ ない。 マ ン シュ タイ ン 自身 、D班 の活動 に

関す る報告 に逐 一 目を通す暇 は なか った。 マ ンシュ タイ ンにはD班 へ の命令 権 がない。

また 「ユ ダヤ ・ボル シ ェ ヴィ キ」な る観 念 は 当時の ドイ ツでは通念 にな ってい た。(39)

マ ン シュ タイ ン 自身 の供述:チ ェル ソンでの件 につ いて は報告 を読 んだ覚 えが な い し、D班 に

よるユ ダヤ人殺 害の報告 そ の もの を受 けた覚 えはない。(40)

⑧ 訴因13:ソ 連 での下一般 住 民殺 害 の件。

検察 側:マ ンシ ュタイ ンは1941年11月16日 付 けで、"シ ン フェ ロー ポ リ市 内 での建 物爆破 一軒

につ き住 民100人 を報復 と して射殺 す べ し"と の指 令 を発 した。 さ らに同29日 、 地雷

に よって死 亡 した独 軍 下士官 兵 それぞ れ1名 につ き50人 の住 民 を報 復 と して射殺 した。

ま た、1943年9月21日 にSS「 ヴィー キ ング 」師 団 に よ る破 壊 と殺 害 をマ ン シ ュタイ

ンは報 復措置 として正 当化 して い る。 ク リミア のエ ウパ トリア で住 民1300人 を同師団

が射殺 した件 について も、彼 の命令 に よる報 復措 置で あ った。

弁護側:マ ンシ ュタイ ン 自身 はその よ うな指令 を発 した こ とを知 らなか った し、元 々か ら住 民

の射 殺 を意 図 した こ とは ない。 また1941年12月15日 付 け の 「パル チザ ン掃討 指令 」 も、



独軍を敵視す る住民をパルチザンによる爆破攻勢 と連帯責任あ りと見なすのは正当な

こと。ただ し、無実の住民の殺害については弁護側か ら反論は出なかった。(41)

⑨訴因14:パ ルチザンの嫌疑をかけ られた者の即時射殺の件。

検察側:ク リミアだけで も数千人が射殺 されてい るが、これは1941年5月13日 付けのOKHに

よる野戦軍法会議指令によるもので、パルチザンであるとの口 実でユダヤ人の女子供

まで射殺 した。

弁護側:ク リミアでの独軍に対す るパルチザンの脅威は本 当の もので、掃討作戦は不可欠だっ

た。(42)

⑩訴因15:マ ンシュタインの指示 により、占領地の住民を強制的に独軍のための労役に徴用 した

件。

検察側:マ ンシュタインが南方軍集団司令官になった1943年2月 、ヒ トラーからの指令で14才

か ら65才 までの男子住民を強制的に徴用を実行 した。

弁護側:当 時、独 ソ両国ではともに強制労働は普通の ことであ り、戦時下では止む を得ぬ こ

と。(43)

⑪訴因16:マ ンシュタイ ンによる占領地住民の ドイツへの強制移送指示の件。

検察側:1942年 か ら ドイツ本国での労働力不足補填のため、労働配置全権フ リッツ ・ザ ウケル

による措置で、マ ンシュタイン以下各軍の担 当者が協力 した。総数は数十万人にのぼ

る。

弁護側:マ ンシュタインに犯意はなく、また労働 のための強制移送禁止は国際法 に規定がない。

マンシュタイン自身はこの件 では異議 を申 し立てなかった。(44)

⑫訴因17:1943年 の独軍のソ連からの撤退の際に発 した焦土作戦指令の件。

検察側:独 軍の撤退に際 して、住居 ・工場の破壊 と住民の強制移住、蓄積農産物 の廃棄 とそれ

を拒否 した住民の射殺 をマ ンシュタインは指令 した。

弁護側:こ れは連合軍による戦略爆撃 と同 じ。住民の強制移住は敵の戦力 となる可能性のある

者 を連行す るとい う必要な措置。(45)

結審 と判決

51日 間にわたる審理の しめくくりとして検察側 、弁護側双方の最終論告がなされた。 これはあ

る意味でマンシュタイン裁判そのものの性格を対照的に論 じるものになっている

首席検察官 コミンズ=カ ー

"マ ンシ
ュタイ ンは挙げられたすべての訴因において責任 を有 し、ゆえに有罪である。特に

SDの 行為 を止 めさせてユダヤ人絶滅策 を防止できたはず である。 にもかかわ らずマ ンシュタ

インはポーラン ドで もソ連でもヒ トラーの信念を支持 し、その ことはユダヤ人絶滅策 に対す る

態度にも現れている"。



弁護人パジェッ ト

"軍人 として政府の命令に従 うのは当然で
、同時に、ハーグ陸戦規定はソ連での戦争には適

用できず、かつマンシュタイン自身はナチスの犯罪的政策やユダヤ人絶滅策に何のかかわ りも

もっていない。証拠の示す ところでは、国防軍はほぼその規律 を守った と言える。…私は将来、

すべての人達が戦友 となることを望んでいる。 もし西欧全体を守るとすれば我々は戦友でなけ

ればな らぬ… ドイツ人にとつてマンシュタインは決 して戦争犯罪人ではないだろう。彼は国民

の英雄であ り、かつそ うであ り続 けるだろ う。彼は ドイツの勝利の施 工者であ り、 ドイツの敗

北のヘ ク トール として、全身全霊をもって大退却を命 じたのである。 トロイの陥落は避 けえぬ

ことを確信 しつつ"。(46)

判決は結審から3週 間後の1949年12月19日 に言い渡 された。マンシュタインに関す る訴因の う

ち、ポー ラン ドでの行動をふ くむ8件 については無罪 とされ、有罪 とされたのは次の9件 につい

てである。

訴因7お よび15:ソ 連軍捕虜 と一般住民を地雷除去作業 と防塞設営に使用 したこと。

訴因16お よび17:担 当地域の一般住民を強制的に移送 した こと。

訴因4お よび5お よび8:ソ 連軍捕虜の虐待 と射殺、身柄のSDへ の引き渡 し、パル チザンの

不法な取 り扱い とコミッサールの殺害。

訴因13:ソ 連 での一般住民 を破壊行為の報復 として殺害 した件。

訴因10:シ ンフェローポ リでのSDの ユダヤ人殺害 を承知 していた件。(47)

判決では特に、マンシュタインが 「コミッサール命令」に従 って捕 らえた ソ連軍 コミッサール

の多 くを射殺 したことを重視 し、逆に一般住民を人質 として射殺 したことは無罪 とした。 また検

察側 が最 も問題 としたSD特 別行動隊によるユ ダヤ系住民の絶滅策への関与について も大半を無

罪 とした。そ して有罪の認定によってマンシュタイ ンには禁固18年 が言い渡 されるが、 これまで

の英国での拘留期間の分 を差 し引き、す ぐに12年 に減刑 され る。身柄 はただちに ドイツのヴェル

ル(Werl)刑 務所に収監 され るが、ここで も夫人 と秘書の帯同を許 されるとい う破格の厚遇であ

った。そ して1951年 に政権の座に返 り咲いたチ ャーチル と西独首相アデナウアー との合意により、

1952年 には早 くも非公式に釈放 され、1953年 には正式に恩赦 により復権 した。(48)

結論 ー何が明 らかになったか

以上、エ リッヒ ・フォン ・マ ンシュタイ ンの訴追の決定か ら裁判、そ して判決 にいたるまでの

経過 を概観 した。全体を通 じて明 らかなよ うに、英国側はべ ヴィンとショークロスを除 くと、ほ

とんどが訴追反対 もしくは消極的であったことがわかる。その理由も様々で、戦後の厳 しい財政

難か らの反対論 もあれば、冷戦による ドイツ人への融和策 とい う政治的な配慮か らのものもある。

だがチャーチルは もとよ り、政府部内でのマンシュタイン訴追への反発 も、冷戦下での ドイツ人

への融和策 とい う以上に、アメ リカ主導の戦犯訴追への反感 と見るべきだろ う。む しろそのよ う



な反感 を正 当化す るための 「高度 な政治的判断」 として、 ドイツ人への融和策 とい う主張を押 し

立てた とみ ることができよう。 したがって1949年 のマンシュタイン裁判は 「茶番劇」ではないに

しても、英国側が戦犯訴追に不熱心ではないことを示すための一種の 「儀式」であって、自国に

直接関係のない、 しかも現に冷戦進行 中で新 たな仮想敵 となったポーラン ドとソ連での戦時中の

独軍による不法行為な ど裁 きたくはない、との本音を覆い隠すものであったといえよ う。(49)

しか しそれにも増 して、英軍人の多 くが 「独軍最高の名将」マンシュタインへの敬意 と同情か

ら反対 したとい う点は、第二次世界大戦その ものの性格 を考える上で重要であろ う。マンシュタ

インへの訴追のすべてがポーラン ドとソ連での不法行為に関するものであっ た点は、単なる冷戦

下での反 ソ的雰囲気 とい う事情以上に、なぜ英国の軍人達がマンシュタイン訴追に反対 したのか

とい う問題への最大の回答になっているといえる。す なわち、英軍に対 して、あるいは英国民に

対 して不法行為 をしたわけではない この 「名将」を、他のナチス戦犯 と同列に扱っ て訴追す るこ

とへの同じ職業軍人 としての反発である。エル ヴィン ・ロンメルへの過剰 ともい うべき称賛は別

としても、英軍人にとって ドイツ国防軍は決 してナチスと同一視 してはな らぬ存在だつた。その

ことは判決 にも現れている。マンシュタイ ンを訴追す るとい うことはと りもなお さず、IMTに つ

らなるナチス犯罪への加担の科 を最大の問題 としたはずである。 しか し判決では検察側が最 も問

題 としたマ ンシュタインのSS特 別行動隊のユ ダヤ人絶滅策への関与については無罪 とし、有罪

としたのは専 ら戦時国際法の点か らの不法行為についてであった。 これは、裁判官が同 じ職業軍

人 として問題 とすべ き案件 をあくまで戦闘行動における指揮官の責任 とい う点にのみ関心 を示 し

たことにほかな らない。 しか も量刑が死刑ではなく、 ドイツの刑務所での有期刑であるこ とは、

判事団がマンシュタインを 「行き過 ぎ」の科で一応責任 あ りとしただけであって、マ ンシュタイ

ン個人 とその作戦行動がナチスの政策や思想 とは何の関係 もない と認定 したあらわれ と言 うべき

であろ う。 もっと言えば、英国側、特に判事団をは じめ とする軍人達は、マンシュタイ ンに反ユ

ダヤ主義 とかユダヤ人迫害へのかかわ りを持たせてはな らぬ、と内心で決意 していた とさえみ る

ことができよう。(50)

マンシュタイ ン自身は出所後す ぐに回顧録 『失われた勝利』 を刊行 し、 これはす ぐに英訳 も出

版 され、今 日まで第二次世界大戦史の基本的文献の一つ に数 えられている。だか らおそ らくマ ン

シュタイン裁判 の最大の 「成果」 とは、戦勝国側か らの国防軍免罪の承認 によって、 ヒ トラーの

戦争指導 と独 ソ戦争の実像を国防軍か らの視点のみを流布 させ る用意 をしたこととい うべきだろ

う。 当然それによつて第二次世界大戦史ことに独 ソ戦争史は、冷戦時代の ソビエ ト史学のプロパ

ガンダ性 とソ連当局の秘密主義にも助け られて、専 ら ドイツ側の視点での研究と叙述が西側世界

で定着することになる。 ソ連崩壊後やつ と旧ソ連公文書の利用による新 しい独 ソ戦争研究が登場

しつつあるが、歩みは遅々たるものがある。その意味で大戦 と冷戦の呪縛は未だに解 けていない

とい うべきであろ う。(51)
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